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○基幹統計調査の承認 

 

基幹統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日

内航船舶輸送統計調

査 

 

国 土 交 通 大 臣

 

 

承認事項の変更 

①地方支分部局の事務の見直し

等の観点から、本省直轄の郵送

調査に変更。 

②調査票情報の保存期間を永年

に変更。 

 

H21.12.1

商 業 動 態 統 計 調 査

 

経 済 産 業 大 臣

 

 

承認事項の変更 

①小売業全体の販売額に占める

「医薬品・化粧品小売業」の割

合が、近年、急速に増加してい

ることに伴い、当該業種の結果

表章を追加。 

②「機械器具小売業」及び「燃

料小売業」について目標精度達

成に必要な標本数を確保するた

め、抽出方法を変更。 

 

H21.12.11

 

 

 

 

 

 

 



○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H21.12.7 木材流通統計調査 農 林 水 産 大 臣

H21.12.7 畜産統計調査 農 林 水 産 大 臣

H21.12.8 建築物リフォーム・リニューアル調査 国 土 交 通 大 臣

H21.12.8 土地保有移動調査 国 土 交 通 大 臣

H21.12.9 通信利用動向調査 総 務 大 臣

H21.12.11 住宅市場動向調査 国 土 交 通 大 臣

H21.12.21 食品産業活動実態調査 農 林 水 産 大 臣

H21.12.21 食品流通段階別価格形成調査 農 林 水 産 大 臣

H21.12.21 漁業経営調査 農 林 水 産 大 臣

H21.12.21 集落営農活動実態調査 農 林 水 産 大 臣

H21.12.24 産業廃棄物処理実態調査 環 境 大 臣

H21.12.24 金属加工統計調査 経 済 産 業 大 臣
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H21.12.1 外国人市民 生活実態・意識調査 神 戸 市 長

H21.12.4 中小企業金融に関するアンケート調査 東 京 都 知 事

H21.12.4 東京都中小企業制度融資等に関する調査 東 京 都 知 事

H21.12.7 外国人登録国籍別人員調査 奈 良 県 知 事

H21.12.7 茨城県の公共交通利用に関するアンケート調査 茨 城 県 知 事

H21.12.8 学習旅行実態調査 長 野 県 知 事

H21.12.8 スキー・スケート場利用者統計調査 長 野 県 知 事

H21.12.8 長野県観光地利用者調査 長 野 県 知 事

H21.12.8 外国人宿泊者数調査 長 野 県 知 事

H21.12.8 スキー場等現況調査 長 野 県 知 事

H21.12.9 女性のがん検診意識調査 福 岡 県 知 事

H21.12.10 静岡県産業廃棄物実態調査 静 岡 県 知 事

H21.12.11 地球温暖化対策に関するアンケート調査 福 岡 市 長

H21.12.14 社会教育現状調査 鹿児島県教育委員会

H21.12.14 民間事業所における寒冷地手当等の支給状況調査 北 海 道 人 事 委 員 会

H21.12.14 香川県民食習慣・生活習慣実態調査 香 川 県 知 事

H21.12.18 東九州自動車道の高速バスに関するアンケート調査 福 岡 県 知 事

H21.12.22 子どもの読書活動に関するアンケート調査 鳥 取 県 教 育 委 員 会

H21.12.22
平成21年度 子どもたちの生活習慣等に関するアンケート調
査

鳥 取 県 教 育 委 員 会

H21.12.28 特定職務従事者の給与に関する調査 名古屋市人事委員会

H21.12.28 小学生のスポーツ活動に関する実態調査 鳥 取 県 教 育 委 員 会

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H21.12.1 神戸市内景況・雇用動向調査 神 戸 市 長

H21.12.4 北九州市の情報化実態調査 北 九 州 市 長

H21.12.9 男女共同参画推進状況調査 茨 城 県 知 事

H21.12.14
第2回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・
アンケート（企業向け）

神 戸 市 長

H21.12.14
第2回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・
アンケート（住民向け）

神 戸 市 長

H21.12.17 東京湾の水質保全に関するアンケート調査 千 葉 県 知 事

H21.12.18 山梨県女性労働者就業実態調査 山 梨 県 知 事

○届出統計調査の受理
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 内航船舶輸送統計調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月１日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課交通統計室 

【目 的】 内航に従事する船舶につき貨物輸送の実態を明らかにし，わが国の交通政策，

経済政策を策定するための基本的統計資料を作成すること。 

【沿 革】 内航貨物輸送に関する統計は，従来，海上運送法（昭和２４年６月法律第１

８７号），小型船海運業法（昭和２７年５月法律第１５１号）の報告微集の規定

に基づき業務報告により運輸省海運局において作成されてきたが，物資の地域間

流動状況の把握等の点からみて不充分な点があったので，昭和３８年３月にこれ

らの統計が整備され，指定統計第１０３号「内航船舶輸送統計調査」として実施

された。以後，昭和４９年３月に小型船の申告義務者も運送業者とする等の改正

が行われたほか，昭和５６年２月に燃料消費量等の把握を行うための燃料消費量

等の改正が行われた。 

【調査の構成】 １－内航船舶輸送実績調査票 ２－自家用船舶輸送実績調査票 

【公 表】 「内航船舶輸送統計月報」（調査月の翌々月の末日）「内航船舶輸送統計年報」

（調査年の６月末日） 

※ 

【調査票名】 １－内航船舶輸送実績調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）内航海運業法（昭和２７年法律

第１５１号）に規定する内航運送をする事業を営む者であって総トン数２０

トン以上の船舶により貨物を輸送する者のうちから国土交通大臣が選定し

た者の主たる営業所。 （抽出枠）内航船舶輸送統計母集団調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２０５／８２８ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末現在 （系

統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月７日 

【調査事項】 １．申告者の名称又は氏名及び住所，２．船舶の属性及び用途，３．輸送

した区間及び距離，４．貨物形態，５．輸送した貨物の品名，６．輸送した

貨物の重量，７．航海距離，８．燃料の種類及び消費量，９．前各号に関連

する事項 

※ 

【調査票名】 ２－自家用船舶輸送実績調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）内航海運業法に規定する自家用船

舶による貨物輸送を行う者。 （抽出枠）業務資料 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１６ （配布）郵送・オンライン （取集）
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郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１回４月に前年の４月か

ら調査年の３月までの１年分について月別 （系統）国土交通省－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）４月末日 

【調査事項】 １．申告者の名称又は氏名及び住所，２．船舶の属性及び用途，３．輸送

した区間及び距離，４．貨物形態，５．輸送した貨物の品名，６．輸送した

貨物の重量，７．航海距離，８．燃料の種類及び消費量，９．前各号に関連

する事項  
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【調査名】 商業動態統計調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月１１日 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部産業統計室 

【目 的】 商業を営む事業所及び企業の販売活動の動向を明らかにする。 

【沿 革】 この調査は商業活動の動きを明らかにし，景気観測，その他経済施策上の有

効な基礎資料とすることを目的として，昭和２８年６月に調査が開始された。調

査開始当時は３か月ごとの四半期調査（調査項目は月別商品販売額，期末商品手

持額など）であったが，昭和３４年１０月からは，早期公表を図るため，販売額

については毎月調査することに改まった。また，昭和４６年７月からは，近年著

しい発展をとげているチェーンストア，スーパーマーケット等の大型小売店（百

貨店販売統計で調査していたものを除く）の動向を明らかにするために，商業動

態統計と百貨店販売統計とを再集計して大型小売店販売統計を毎月発表してい

た。昭和５３月７月，調査事項，調査方法，標本設計等について大幅な改正が行

われ，この際，調査対象に百貨店を含めることとしたため，百貨店販売統計（指

定統計第３４号）調査は，昭和５３年６月限りで中止となった。このほか，百貨

店，総合スーパーと並ぶ主要な業態に成長し，近年著しく売上高が伸長している

コンビニエンスストアの販売動向をより的確にとらえるため，新たに調査票丁

（コンビニエンスストア用）が平成１１年４月から追加された。平成１２年７月

からは，新世代統計システムへの対応を行い，インターネットを活用したオンラ

インでの申告が開始された。また，平成１４年７月からは，本社等の特定の事業

所が他の調査対象事業所分を取りまとめて申告する，いわゆる「一括調査方法」

が取り入れられ，現在に至っている。 

【調査の構成】 １－調査票甲（大規模卸売店用） ２－調査票乙（一般事業所（卸売店，

小売店）用） ３－調査票丙（大型小売店用） ４－調査票丁（コンビニ

エンスストア用） 

【公 表】 「商業販売統計速報」（調査期日の翌月末），「商業販売統計月報」（調査期日

の翌々月），「商業販売統計年報」（調査期日の翌年１１月） 

※ 

【調査票名】 １－調査票甲（大規模卸売店用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）卸売業を営む従業員数１００人

以上の事業所で経済産業大臣の指定する者。 （抽出枠）商業統計調査 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省－都道府県－調査

員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１０日 

【調査事項】 １．事業所名，２．事業所所在地，３．従業者数，４．商品販売額，５．
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商品手持額 

※ 

【調査票名】 ２－調査票乙（一般事業所（卸売店，小売店）用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）卸売業を営む事業所及び自動車

小売業を営む事業所・小売業（自動車小売業を除く。）を営む従業者数２０

人以上（丙調査の対象を除く。）・小売業（自動車小売業（二輪自動車小売業

を除く）、機械器具小売業、燃料小売業を除く。）を営む従業者数１９人以下

の事業所で経済産業大臣の指定するもの。 （抽出枠）商業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２，６００／１，８１０，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系

統）経済産業省－都道府県－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１０日 

【調査事項】 １．事業所名，２．事業所所在地，３．従業者数，４．商品販売額 

※ 

【調査票名】 ３－調査票丙（大型小売店用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）小売業を営む従業員５０人以上

の事業所で経済産業省が指定するもの。 （抽出枠）商業統計調査 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，９００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１５日 

【調査事項】 １．事業所名，２．事業所所在地，３．売場面積，４．従業者数，５．営

業日数，６．商品販売額，７．商品券販売額，８．商品手持額 

※ 

【調査票名】 ４－調査票丁（コンビニエンスストア用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）コンビニエンスストアを所有する

企業又はコンビニエンスストアと定型的な契約による契約（フランチャイズ

契約）を結んでいる企業であって経済産業大臣が指定するもの。 （抽出枠）

商業統計調査，業界団体名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１５日 

【調査事項】 １．企業名，２．商品販売額，３．サービス売上高，４．店舗数 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 木材流通統計調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月７日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

【目 的】 毎月の木材の価格水準及びその変動を的確に把握し、木材の需給及び価格の

安定等流通改善対策等の推進に資することを目的として実施する。 

【沿 革】 本調査は昭和２８年度から開始された。平成１６年度から、調査の名称を「木

材流通調査」から「木材統計調査」に変更するとともに、調査票の名称の変更、

簡易調査票の導入等を実施した。また、製材統計調査（指定統計第６９号を作成

するための調査）等木材に関する統計調査の見直しに伴い平成１８年から「木材

流通統計調査」に名称を変更し、木材価格統計調査（月次調査）及び木材流通構

造調査（５年周期調査）から構成されることとなった。 

【調査の構成】 １－素材・木材チップ価格調査票 ２－木材製品卸売価格調査票 

【公 表】 月報：印刷物及びホームページ（調査月の翌月の５日）、年報：木材需給報告

書刊行及びホームページ（調査年の翌年の３月下旬） 

【備 考】 今回の変更は、すべての調査票に係る調査票様式の一部変更 

※ 

【調査票名】 １－素材・木材チップ価格調査票 

【調査対象】 （地域）平成１７年木材統計調査結果に基づき、調査品目ごとに素材消費

量又は入荷量（木材チップについては木材チップ生産量）全体のおおむね８

０パーセントをカバーする都道府県 （単位）事業所 （属性）製材工場、

合単板工場及び木材チップ工場 （抽出枠）木材統計調査工場一覧表（製材

工場、合単板工場及び木材チップ工場） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３３０／１０，７００ （配布）郵送・オ

ンライン・ファクシミリ （取集）郵送・オンライン・ファクシミリ （記

入）自計 （把握時）毎月１５日現在 （系統）農林水産本省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

【調査事項】 素材の購入価格、素材購入価格の対前月差、木材チップの工場渡し価格、

木材チップの工場渡し価格の対前月差、価格変動の要因 

※ 

【調査票名】 ２－木材製品卸売価格調査票 

【調査対象】 （地域）平成１７年木材統計調査結果に基づき、木材流通業者（木材市売

市場、木材センター及び卸売業者）における販売量が多く、かつ木材流通上

主要な１０都道府県 （単位）事業所 （属性）木材市売市場、木材センタ

ー及び卸売業者 （抽出枠）木材市売市場、木材センター及び卸売業者名簿 
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【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７０／９，９００ （配布）郵送・オンラ

イン・ファクシミリ （取集）郵送・オンライン・ファクシミリ （記入）

自計 （把握時）毎月１５日現在 （系統）農林水産本省－民間事業者－報

告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

【調査事項】 木材製品の販売価格、木材製品販売価格の対前月差、価格変動の要因
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【調査名】 畜産統計調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月７日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

【目 的】 主要家畜（乳用牛、肉用牛、豚及び採卵鶏）に関する規模別・経営タイプ別

飼養戸数及び飼養頭（羽）数等を把握し、我が国の畜産生産の現況を明らかにす

るとともに、畜産行政推進のための基礎資料を整備することを目的とする。 

【調査の構成】 １－乳用牛調査票 ２－肉用牛調査票 ３－豚調査票 ４－採卵鶏調査

票 

【公 表】 概要：印刷物及びホームページ（調査年の６月上旬）、詳細：印刷物及びホー

ムページ（調査年の１２月末） 

【備 考】 今回の変更は、鶏ひなふ化羽数調査票の廃止、調査票－１、２及び４に係る

調査票様式の一部変更 

※ 

【調査票名】 １－乳用牛調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農林業経営体 （属性）乳用牛飼養者 （抽出枠）

直近の農林業センサスの農林業経営体名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，７００／２７，２００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の２月１日 （系

統）農林水産本省－地方農政事務所等－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の１月中旬～２月末日 

【調査事項】 １．状態別飼養頭数、２．月別経産牛頭数、３．月別分べん頭数及び乳用

向けめすの出生頭数、４．経営耕地・飼料作物の作付実面積、５．放牧の状

況 

※ 

【調査票名】 ２－肉用牛調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農林業経営体 （属性）肉用牛飼養者 （抽出枠）

直近の農林業センサスの農林業経営体名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，２００／８７，８００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の２月１日 （系

統）農林水産本省－地方農政事務所等－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の１月中旬～２月末日 

【調査事項】 １．目的別飼養頭数、２．経営タイプ、３．経営耕地・飼料作物の作付実

面積、４．放牧の状況 

※ 

【調査票名】 ３－豚調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農林業経営体 （属性）豚飼養者 （抽出枠）直
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近の農林業センサスの農林業経営体名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５００／８，０９０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の２月１日 （系統）

農林水産本省－地方農政事務所等－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （ただし、農林業センサス実施年を除く） （実施期日）

調査実施年の１月中旬～２月末日 

【調査事項】 １．飼養頭数、２．経営タイプ、３．経営組織 

※ 

【調査票名】 ４－採卵鶏調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農林業経営体 （属性）採卵鶏飼養者 （抽出枠）

直近の農林業センサスの農林業経営体名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３，９９０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の２月１日 （系統）

農林水産本省－地方農政事務所等－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （ただし、農林業センサス実施年を除く） （実施期日）

調査実施年の１月中旬～２月末日 

【調査事項】 １．飼養羽数，２．経営組織，３．ひなの導入状況  
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【調査名】 建築物リフォーム・リニューアル調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月８日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報安全・調査課建設統計室 

【目 的】 建築物リフォーム・リニューアル工事の動態（受注ベース）及び工事内容を

把握し、建設投資推計の精度向上及び建設施策に資することを目的とする。 

【沿 革】 平成２０年度より実施 

【調査の構成】 １－建築物リフォーム・リニューアル調査住宅調査票 ２－建築物リフ

ォーム・リニューアル調査非住宅調査票 

【公 表】 「調査結果報告書」及びＨＰにて、上半期調査は調査実施翌年度の４月下旬、

下半期調査は調査実施年度の１０月下旬に公表 

※ 

【調査票名】 １－建築物リフォーム・リニューアル調査住宅調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）建設業許可業者のうち、建設工事

施工統計調査において、住宅に係る「建築工事・建築設備工事」の前々年度

施工実績のある業者 （抽出枠）建設工事施工統計調査の対象業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／８０，０００ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）上

半期調査は、４月１日～９月３０日、下半期調査は１０月１日～３月３１日 

（系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）上半期調査実施期間は、調査基準期間同年

度の１月中旬～２月上旬、下半期調査実施期間は、調査基準期間翌年度の

７月中旬～８月上旬 

【調査事項】 １．企業の概要（１）名称，（２）所在地，（３）建設業許可番号，（４）

連絡先、２．住宅にかかる元請受高（１）工事種別（増築工事、改築（一部）

工事、改装等工事、建築物リフォーム・リニューアル工事、建築工事の総合

計の別）の元請受注件数・元請受注高、３．個別の元請工事内容（１）工事

名、（２）施工地、（３）工事種類（増築、改築（一部），改装等工事の別）、

（４）工事に伴う用途変更の有無及び変更前の主な用途、（５）工事後の住

宅の種類、（６）共同住宅の施工場所、（７）住宅の利用関係、（８）主な構

造、（９）建築年、（１０）工事目的、（１１）工事部位、（１２）発注者、（１

３）着工年月、（１４）工期、（１５）受注額 

※ 

【調査票名】 ２－建築物リフォーム・リニューアル調査非住宅調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）建設許可業者のうち、建設工事施

工統計調査において、住宅に係る「建築工事・建築設備工事」の前々年度施

工実績のある業者 （抽出枠）建設工事施工統計調査の対象業者名簿 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／５０，０００ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）上

半期調査は、４月１日～９月３０日、下半期調査は１０月１日～３月３１日 

（系統）国土交通省－民間調査機関－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）上半期調査実施期間は、調査基準期間同年

度の１月中旬～２月上旬、下半期調査実施期間は、調査基準期間翌年度の

７月中旬～８月上旬 

【調査事項】 １．企業の概要（１）名称，（２）所在地，（３）建設業許可番号，（４）

連絡先、２．非住宅にかかる元請受注実績（１）工事種別（増築工事、改築

（一部）工事、改装等工事、建築物リフォーム・リニューアル工事、建築工

事の総合計の別）の元請受注件数・元請受注高、３．個別の元請工事内容（１）

工事名、（２）施工地、（３）工事種類（増築工事、改築（一部）工事及び改

装等工事の別）、（４）工事に伴う用途変更の有無及び変更前の主な用途、（５）

工事部分の主な用途、（６）主な構造、（７））建築年、（８）工事目的、（９）

工事部位、（１０）発注者、（１１）着工年月、（１２）工期、（１３）受注額
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【調査名】 土地保有移動調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月８日 

【実施機関】 国土交通省土地・水資源局土地情報課 

【目 的】 全国の過去１年間に行われた土地取引につき、売主・買主の諸属性、取引価

格及び取引目的等を把握し、今後の土地対策のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 第１回調査は、昭和４５年に東京都（２３区及び島しょを除く）に限って実

施されたが、昭和４７年、昭和４８年調査は首都圏の４都県に拡大され、さらに

昭和４８年から昭和５１年には２４県に、昭和５２年には全国に拡大された。な

お、従来は県、市町村を経由して調査していたが、昭和５２年から国土庁直接の

調査になっている。また、昭和５２年からは追跡用調査が新たに追加され、昭和

５４年からは、隔年実施されてきたが本調査については、平成１３年調査をもっ

て廃止されている。 

【調査の構成】 １－土地保有移動調査調査票（買主用） ２－土地保有移動調査調査票

（売主用） 

【公 表】 国土交通省土地・水資源局のＨＰ上及び「調査結果報告書」を調査実施年の

翌年の３月に公表 

※ 

【調査票名】 １－土地保有移動調査調査票（買主用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人・法人 （属性）売買による所有権移転登記

があった土地について、当該取引当事者である買主 （抽出枠）法務省より

提供される、調査実施年の前年１年間（１月１日～１２月３１日まで）に行

われた土地の売買による所有権移転登記名簿（取引当事者が国、地方公共団

体、不明の取引情報を除く） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２０，０００／３，０００，０００ （配

布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）調査実施年の前年１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）国土

交通省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年翌年１月中旬 

【調査事項】 １．購入土地の概要、２．買主の属性、３．土地を購入した目的、４．土

地を購入した理由（個人のみ）、５．土地の購入代金総額、６．購入代金の

調達方法、借入先等（個人のみ）、７．購入の際住んでいた持ち家の利用・

処分状況（個人のみ）、８．事業用資産の買換えの該当及び課税特例適用の

有無 

※ 

【調査票名】 ２－土地保有移動調査調査票（売主用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人・法人 （属性）売買による所有権移転登記
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があった土地について、当該取引当事者である売主 （抽出枠）法務省より

提供される、調査実施年の前年１年間（１月１日～１２月３１日まで）に行

われた土地の売買による所有権移転登記名簿（取引当事者が国、地方公共団

体、不明の取引情報を除く） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２０，０００／３，０００，０００ （配

布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）調査実施年の前年１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）国土

交通省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年翌年１月中旬 

【調査事項】 １．売却土地の概要、２．売主の属性、３．売却土地の取得原因、取得年、

取得時の購入土地代金の総額、４．土地を売却した目的、５．売却前の土地

の利用状況、６．売却代金の運用方法（個人のみ）、７．事業用資産の買換

えの該当及び課税特例適用の有無  
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【調査名】 通信利用動向調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月９日 

【実施機関】 総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課情報通信経済室 

【目 的】 利用者の視点で電気通信，放送等のサービス利用の諸実態とその動きを調査

し，情報通信行政の施策の策定及び評価のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は，平成２年に開始され，世帯及び事業所を対象に調査していたが，

平成９年調査からは，平成５年に開始された通信ネットワーク調査を統合して実

施している。 

【調査の構成】 １－通信利用動向調査調査票（企業用） ２－通信利用動向調査調査票

（世帯用） 

【公 表】 「調査結果報告書」及びインターネット（調査票回収終了から概ね２ヶ月後） 

※ 

【調査票名】 １－通信利用動向調査調査票（企業用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類大分類の「農業，

林業」、「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」及び公務除く産業に属する常

用雇用者規模１００人以上の企業 （抽出枠）事業所・企業データベース母

集団情報 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，８７０／４２，４２２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）１２月３１日又は４月１日～

翌年３月３１日又は調査時点に最も近い決算日までの１年間 （系統）総務

省（情報通信国際戦略局）－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月下旬 

【調査事項】 １通信網の構築・利用状況、２．電子商取引の状況、３．テレワークの導

入状況・目的・効果、４．従業員へのＩＣＴ（ＩＴ）教育の状況、５．情報

通信ネットワークの安全対策、６．企業属性（資本金、年間売上高、営業利

益、人件費、従業者数） 

※ 

【調査票名】 ２－通信利用動向調査調査票（世帯用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）直近の４月１日現在で満年齢２０

歳以上の世帯員がいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，２５６／４８，６１４，０２６ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）１２月３１日 （系統）

総務省（情報通信国際戦略局）－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月下旬 

【調査事項】 １．世帯全体用，（１）情報通信関連機器の保有状況，利用状況，（２）イ

ンターネットの利用状況（概況），（３）インターネット利用における被害状
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況，（４）インターネット利用におけるセキュリティ対策状況，（５）フィル

タリングソフト等の認知状況・利用状況，（６）インターネット利用上の不

安，（７）インターネットを利用しない理由等，（８）地上デジタル放送の視

聴・受信状況、（９）世帯の構成（世帯員数，世帯全体の年収、住居の種類）、

２．世帯構成員用，（１）世帯員の性別・年齢，（２）情報通信機器の利用状

況，（３）インターネットの利用状況，（４）公衆無線ＬＡＮサービスの利用

状況，（５）オンラインショッピングの利用状況，（６）有料デジタルコンテ

ンツを購入状況，（７）電子マネーの保有状況  
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【調査名】 住宅市場動向調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月１１日 

【実施機関】 国土交通省住宅局住宅政策課 

【目 的】 個人の住宅建設に要する資金の調達方法、建築にあたり影響を受けたこと、

住宅性能表示制度の認知度等についての実態を調査し、今後の住宅政策のあり方

や住宅の関する予算、税制、融資の企画立案の基礎資料を得る。 

【沿 革】 国土交通省が、従来実施していた「民間住宅建設資金実態調査」（承認統計調

査）を拡充し、平成１３年度から年１回実施している。 

【調査の構成】 １－民間住宅建築主アンケート調査票 ２－中古住宅購入者アンケート

調査票 ３－賃貸住宅入居者アンケート調査票 ４－リフォーム住宅アン

ケート調査票 ５－分譲住宅購入者アンケート調査票 

【公 表】 「調査結果報告書」及びホームページにより公表予定（平成２２年５月） 

※ 

【調査票名】 １－民間住宅建築主アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）前年度中に自らが居住する目的で

注文住宅（居住専用住宅）を新築し入居した個人 （抽出枠）建築工事届 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１４０／３１０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）前年度 （系統）国土交通

省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１２月～翌年２月 

【調査事項】 １．世帯（住宅）について（１）今回の工事の種類（建て替えかどうか）、

（２）建築した住宅に住んでいる人数、高齢者の居住人数、（３）敷地の取

得方法、取得時期、（４）住宅建築着工当時の生態主の年齢・職業・勤続年

数及び前年の世帯年収、２．資金調達方法、（１）住宅建築資金（自己資金

の内容・金額、借入金の調達先・金額・返済期間）、（２）贈与者が親の場合

の親の年齢、（３）土地購入資金（自己資金の内容・金額、借入金の調達先・

金額・返済期間）、（４）贈与者が親の場合の親の年齢（土地購入資金）、（５）

住宅ローン年間支払額、（６）住宅ローン減税の適用状況、（７）民間金融機

関の利用の場合の金利のタイプ、（８）民間金融機関への融資の申し込みの

状況、（９）民間金融機関からの希望融資の状況、３．建築にあたり影響を

うけたこと（１）建築を依頼した工務店やメーカーを見つけた方法、（２）

今回の住宅に決めた理由（中古住宅にしなかった理由、設備について）、（３）

景気の先行き感・家計収入の見通し・地価、住宅の価格相場、住宅取得税制

等の行政施策・従前住宅の売却価格・金利動向、４．従前住宅との比較、（１）

従前住宅の種類・付き額家賃・取得時期・処分方法・取得価格と売却価格・

住宅の建て方・延べ床面積・敷地面積・高齢者対応設備の有無・省エネ設備
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の有無・定期借地制度の利用状況・世帯主の片道通勤時間及び住所、５．住

宅性能表示制度について（１）認知状況・利用状況 

※ 

【調査票名】 ２－中古住宅購入者アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），中京圏（岐阜県，

愛知県，三重県），近畿圏（京都府，大阪府，兵庫県） （単位）個人 （属

性）平成１７年度中に中古居住専用建築物を購入した個人 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３５０／１１１，０００ （配布）

調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）平成１７年１月

１日～同年１２月３１日 （系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）３月中旬 

【調査事項】 １．住宅取得の動機（居住人員，購入した住宅を見つけた方法等），２．

従前住宅との比較（従前住宅の種類，従前住宅が賃貸であった場合の家賃，

従前住宅の取得時期・処分方法・取得価格・売却価格等），３．世帯属性（住

宅購入当時の世帯主の年齢・職業・勤続年数，世帯の年収），４．資金調達

方法（中古住宅購入資金の自己資金の内容・金額，借入金の調達先・金額・

返済期間，住宅ローン年間返済額等），５．住宅性能表示制度（住宅性能表

示制度の認知度・利用の有無，利用しなかった場合の理由） 

※ 

【調査票名】 ３－賃貸住宅入居者アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），中京圏（岐阜県，

愛知県，三重県），近畿圏（京都府，大阪府，兵庫県） （単位）個人 （属

性）平成１７年度中に賃貸住宅に入居した個人 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３５０／７３６，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１７年１月１日～

同年１２月３１日 （系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）３月中旬 

【調査事項】 １．賃貸住宅入居の動機（賃貸契約の種類，居住人員，建築時期等），２．

従前住宅との比較（従前住宅の種類，従前住宅が賃貸であった場合の家賃，

今回購入住宅と従前住宅との比較等），３．世帯属性（入居当時の世帯主の

年齢・職業，世帯の年収），４．家賃等（勤務先からの住宅手当，１ヶ月の

家賃・共益費，敷金・礼金等），５．賃貸借契約等（賃貸住宅に関するトラ

ブルについて，定期借家制度の認知度） 

※ 

【調査票名】 ４－リフォーム住宅アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），中京圏（岐阜県，
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愛知県，三重県），近畿圏（京都府，大阪府，兵庫県） （単位）個人 （属

性）平成１７年度中に住宅の増改築を実施した個人 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３５０／３０７，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１７年１月１日～

同年１２月３１日 （系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）３月中旬 

【調査事項】 １．リフォームの動機・内容（居住人員，建築時期等），２．リフォーム

前後の比較（延べ床面積，高齢者対応設備，省エネ設備），３．世帯属性（フ

ェイス事項，世帯の年収），４．資金調達方法（リフォーム資金の自己資金

の内容・金額，借入金の調達先・金額・返済期間，住宅ローン年間返済額，

民間金融機関利用の場合の金利のタイプ等） 

※ 

【調査票名】 ５－分譲住宅購入者アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），中京圏（岐阜県，

愛知県，三重県），近畿圏（京都府，大阪府，兵庫県） （単位）個人 （属

性）前年度中に新築の分譲住宅（居住専用住宅）を購入し入居した個人 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４１０／２１０，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）前年度 （系統）国土交通

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）３月中旬 

【調査事項】 １．住宅取得の動機（敷地の権利関係，居住人員，今回の住宅を見つけた

方法等），２．従前住宅との比較（従前住宅の種類，従前住宅が賃貸であっ

た場合の家賃，従前住宅の取得時期・処分方法・取得価格・売却価格等），

３．世帯属性（住宅購入当時の世帯主の年齢・職業・勤続年数，世帯の年収），

４．資金調達方法（分譲住宅購入資金の自己資金の内容・金額，借入金の調

達先・金額・返済期間，住宅ローン年間返済額等），５．住宅性能表示制度

（住宅性能表示制度の認知度・利用の有無，利用しなかった場合の理由）
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【調査名】 食品産業活動実態調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月２１日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 

【目 的】 畜産物国内流通構造調査：我が国食品産業について、国内における食品の流

通経路・規模を明らかにし、食品産業の活性化等の施策の推進及び検証に資する。 

海外進出企業調査：国内に軸足を置く我が国食品産業（食品製造業、食品卸売業、

食品小売業、外食産業）の東アジアへの進出状況、現地での製造・販売の実態を

明らかにし、「東アジア食品産業活性化戦略（東アジア食品産業共同体構想）」に

おける施策の推進及び検証に資する。 

【調査の構成】 １－畜産物国内流通構造調査票（食品製造業、外食産業用） ２－畜産

物国内流通構造調査票（食品卸売業、食品小売業用） ３－海外進出企業

調査票Ａ ４－海外進出企業調査票Ｂ 

【公 表】 畜産物国内流通構造調査：ホームページ及び印刷物（概要：平成２２年５月

下旬、詳細：平成２２年１０月下旬）、 海外進出企業調査：ホームページ及び

印刷物（概要：平成２２年３月下旬、詳細：平成２２年１０月下旬） 

【備 考】 今回の変更は、調査周期について、畜産物国内流通構造調査については４年、

海外進出企業調査については１回限りに変更するもの。 

※ 

【調査票名】 １－畜産物国内流通構造調査票（食品製造業、外食産業用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）食品製造業：日本標準産業分類

（平成１４年３月７日付け総務省告示第１３９号。以下同じ）に掲げる中分

類０９－食料品製造業に属する事業所のうち、畜産物を原材料とする製造品

（食料品）を出荷している事業所、 外食産業：日本標準産業分類に掲げる

中分類７０－一般飲食店（喫茶店を除く）に属する事業所のうち、一般飲食

店を営む事業所 （抽出枠）食品製造業：平成１７年工業統計調査、 外食

産業：平成１８年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２１８／６，７８０ ２，５５７／

２６６，８４１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）

調査実施年度の前年度（４月１日～翌年３月３１日）の１年間 （系統）農

林水産本省－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）４年（ただし、国内事業所調査の実施年と重なる場合は、翌年

に実施） （実施期日）平成２２年１月２５日～２月２５日 

【調査事項】 １．国内産・輸入別畜産物の品目別仕入量、仕入先別仕入量割合、２．輸

入一次加工原料畜産物の品目別仕入量、仕入先別仕入量割合 

※ 

【調査票名】 ２－畜産物国内流通構造調査票（食品卸売業、食品小売業用） 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）食品卸売業：日本標準産業分類

（平成１４年３月７日付け総務省告示第１３９号。以下同じ）に掲げる中分

類５１－飲食料品卸売業に属する事業所のうち、畜産物を販売している事業

所、食品小売業：日本標準産業分類に掲げる中分類５５－各種商品小売業の

うち百貨店・総合スーパー及び中分類５７－飲食料品小売業に属する事業所

のうち、畜産物を販売している事業所 （抽出枠）平成１９年商業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２５２／９，８１５ １，１０６／

８０，５４３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調

査実施年度の前年度（４月１日～翌年３月３１日）の１年間 （系統）農林

水産本省－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）４年（ただし、国内事業所調査の実施年と重なる場合は、翌年

に実施） （実施期日）平成２２年１月２５日～２月２５日 

【調査事項】 国内産・輸入別畜産物の品目別仕入量、仕入先別仕入量割合 

※ 

【調査票名】 ３－海外進出企業調査票Ａ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）海外に現地法人を有しているすべ

ての国内本社企業 （抽出枠）海外進出企業総覧（東洋経済新報社） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，２０４ （配布）郵送 （取集）郵送・フ

ァクシミリ （記入）自計 （把握時）調査実施年度の前年度（４月１日～

翌年３月３１日）の１年間 （系統）農林水産省－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月１２日～２月１２日 

【調査事項】 １．調査対象となる海外現地法人の有無及び海外現地法人数、２．主な業

種分類及び資本金、３．東アジア地域において食品を取り扱う海外現地法人

の状況（海外現地法人名、国・地域分類、主な業種分類、日本側出資比率、

従業員者数（アルバイトを含む）、食品の売上高） 

※ 

【調査票名】 ４－海外進出企業調査票Ｂ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）海外に現地法人を有しているすべ

ての国内本社企業 （抽出枠）海外進出企業総覧（東洋経済新報社） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，２０４ （配布）郵送 （取集）郵送・フ

ァクシミリ （記入）自計 （把握時）調査実施年度の前年度（４月１日～

翌年３月３１日）の１年間 （系統）農林水産省－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月１２日～２月１２日 

【調査事項】 東アジア地域において食品を取り扱う海外現地法人の状況（海外現地法人

名、国・地域分類、主な業種分類、日本側出資比率、従業員者数（アルバイ

トを含む）、食品の売上高）  
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【調査名】 食品流通段階別価格形成調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月２１日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 

【目 的】 市場流通が主体を占める生鮮食料品について、産地から消費地までの市場を

経由する各流通段階別の価格形成と流通コストの実態を明らかにし、流通改善対

策、集出荷体制の整備、「２１世紀新農政２００６」に基づく食料供給コストの

縮減等の施策を推進するための資料を整備することを目的に実施する。 

【調査の構成】 １－青果物集出荷段階経費調査票 ２－青果物仲卸段階経費調査票 ３

－青果物小売段階経費調査票 ４－水産物産地卸売段階経費調査票 ５－

水産物産地出荷段階経費調査票 ６－水産物仲卸段階経費調査票 ７－水

産物小売段階経費調査票 

【公 表】 印刷物及びインターネット（概要：調査実施年の３月中旬、詳細：調査実施

年の翌年の２月下旬） 

【備 考】 今回の変更は、調査票－１、２、３、６及び７に係る調査対象の範囲の変更、

調査票－１、２、３、６及び７に係る報告者の変更、調査事項の変更、調査の実

施期間の変更、調査周期の変更、公表の期日の変更 

※ 

【調査票名】 １－青果物集出荷段階経費調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）札幌市中央卸売市場、仙台市中

央卸売市場、東京都下中央卸売市場、横浜市中央卸売市場、名古屋市中央卸

売市場、岐阜市中央卸売市場、大阪府下中央卸売市場、京都市中央卸売市場

及び福岡市中央卸売市場へ青果物を出荷している集出荷団体 （抽出枠）平

成１８年青果物・花き集出荷機構調査の集出荷団体等名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３２０／２，５７０ （配布）郵送・調査

員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年度の前年

度の決算期間１年間） （系統）農林水産本省－地方農政事務所（局）－統

計・情報センター－（調査員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）１月上旬～下旬 

【調査事項】 １．出荷量（全体、青果物卸売市場向け等）、２．農産物販売金額（青果

物卸売市場向け等）、３．集出荷及び販売経費、４．事業管理費、５．販売

金額 

※ 

【調査票名】 ２－青果物仲卸段階経費調査票 

【調査対象】 （地域）９都市（札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、岐阜市、

大阪府、京都市、福岡市） （単位）事業所 （属性）札幌市中央卸売市場、

仙台市中央卸売市場、東京都下中央卸売市場、横浜市中央卸売市場、名古屋
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市中央卸売市場、岐阜市中央卸売市場、大阪府下中央卸売市場、京都市中央

卸売市場及び福岡市中央卸売市場で青果物を取り扱う仲卸業者 （抽出枠）

札幌市中央卸売市場、仙台市中央卸売市場、東京都下中央卸売市場、横浜市

中央卸売市場、名古屋市中央卸売市場、岐阜市中央卸売市場、大阪府下中央

卸売市場、京都市中央卸売市場及び福岡市中央卸売市場に所属する青果物を

取り扱う各仲卸組合の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０３／１，０１３ （配布）郵送・調

査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）１．仕入金額、販

売金額及び完納奨励金、販売費及び一般管理費については調査実施年度の前

年度の決算期間（１年間）、２．品目別の仕入金額、販売金額等については、

調査実施年の前年１１月（１か月間） （系統）農林水産本省－地方農政事

務所（局）－統計・情報センター－（調査員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）１月上旬～下旬 

【調査事項】 １．全体の仕入金額、販売金額及び完納奨励金、２．品目別の仕入金額、

販売金額等、３．販売費及び一般管理費 

※ 

【調査票名】 ３－青果物小売段階経費調査票 

【調査対象】 （地域）９都市（札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、岐阜市、

大阪府、京都市、福岡市）の中央卸売市場が所在する都道府県 （単位）事

業所 （属性）札幌市中央卸売市場、仙台市中央卸売市場、東京都下中央卸

売市場、横浜市中央卸売市場、名古屋市中央卸売市場、岐阜市中央卸売市場、

大阪府下中央卸売市場、京都市中央卸売市場及び福岡市中央卸売市場に所在

する仲卸業者から青果物を仕入れている小売業者 （抽出枠）札幌市中央卸

売市場、仙台市中央卸売市場、東京都下中央卸売市場、横浜市中央卸売市場、

名古屋市中央卸売市場、岐阜市中央卸売市場、大阪府下中央卸売市場、京都

市中央卸売市場及び福岡市中央卸売市場に所属する青果物を取り扱う各小

売商組合の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０３／２０，４４１ （配布）郵送・

調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）１．仕入金額、

販売金額及び完納奨励金、販売費及び一般管理費については調査実施年度の

前年度の決算期間（１年間）、２．品目別の仕入金額、販売金額等について

は、調査実施年の前年１１月（１か月間） （系統）農林水産本省－地方農

政事務所（局）－統計・情報センター－（調査員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）１月上旬～下旬 

【調査事項】 １．全体の仕入金額、販売金額及び完納奨励金、２．品目別の仕入金額、

販売金額、３．販売費及び一般管理費 
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※ 

【調査票名】 ４－水産物産地卸売段階経費調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）調査対象品目の水揚量上位漁港

（産地卸売市場）において水産物を取り扱う産地卸売業者 （抽出枠）第１

１次漁業サンサスの水産物流通機関名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５１／９８２ （配布）郵送・調査員 （取

集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年度の前年度の決算

期間（１年間） （系統）農林水産本省－地方農政事務所（局）－統計・情

報センター－（調査員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）１月上旬～下旬 

【調査事項】 １．販売事業収益、２．販売費、３．事業管理費、４．廃棄処分費、５．

完納奨励金及び出荷奨励金 

※ 

【調査票名】 ５－水産物産地出荷段階経費調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）調査対象品目の水揚量上位漁港

（産地卸売市場）に所属する産地出荷業者 （抽出枠）第１１次漁業センサ

スの水産物流通機関名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／４，０３４ （配布）郵送・調査

員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年度の前年

度の決算期間（１年間） （系統）農林水産本省－地方農政事務所（局）－

統計・情報センター－（調査員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）１月上旬～下旬 

【調査事項】 １．全体の仕入金額、販売金額及び奨励金、２．品目別の仕入金額、販売

金額等、３．販売費及び一般管理費 

※ 

【調査票名】 ６－水産物仲卸段階経費調査票 

【調査対象】 （地域）８都市（札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、大阪府、

神戸市、福岡市） （単位）事業所 （属性）札幌市中央卸売市場、仙台市

中央卸売市場、東京都下中央卸売市場、横浜市中央卸売市場、名古屋市中央

卸売市場、大阪府下中央卸売市場、神戸市中央卸売市場及び福岡市中央卸売

市場で水産物を取り扱う仲卸業者 （抽出枠）札幌市中央卸売市場、仙台市

中央卸売市場、東京都下中央卸売市場、横浜市中央卸売市場、名古屋市中央

卸売市場、大阪府下中央卸売市場、神戸市中央卸売市場及び福岡市中央卸売

市場に所属する水産物を取り扱う各仲卸組合の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０２／１，２６０ （配布）郵送・調

査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）１．仕入金額、販
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売金額及び完納奨励金、販売費及び一般管理費については調査実施年度の前

年度の決算期間（１年間）、２．品目別の仕入金額、販売金額等については、

調査実施年の前年１０月（１か月間） （系統）農林水産本省－地方農政事

務所（局）－統計・情報センター－（調査員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）１月上旬～下旬 

【調査事項】 １．全体の仕入金額、販売金額及び完納奨励金、２．品目別の仕入金額、

販売金額等、３．販売費及び一般管理費 

※ 

【調査票名】 ７－水産物小売段階経費調査票 

【調査対象】 （地域）８都市（札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、大阪府、

神戸市、福岡市）の中央卸売市場が所在する都道府県 （単位）事業所 （属

性）札幌市中央卸売市場、仙台市中央卸売市場、東京都下中央卸売市場、横

浜市中央卸売市場、名古屋市中央卸売市場、大阪府下中央卸売市場、神戸市

中央卸売市場及び福岡市中央卸売市場から水産物を仕入れている小売業者 

（抽出枠）札幌市中央卸売市場、仙台市中央卸売市場、東京都下中央卸売市

場、横浜市中央卸売市場、名古屋市中央卸売市場、大阪府下中央卸売市場、

神戸市中央卸売市場及び福岡市中央卸売市場に所属する水産物を取り扱う

各小売商組合の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０２／１７，４２８ （配布）郵送・

調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）１．仕入金額、

販売金額及び完納奨励金、販売費及び一般管理費については調査実施年度の

前年度の決算期間（１年間）、２．品目別の仕入金額については、調査実施

年の前年１０月（１か月間） （系統）農林水産本省－地方農政事務所（局）

－統計・情報センター－（調査員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）１月上旬～下旬 

【調査事項】 １．全体の仕入金額、販売金額及び完納奨励金、２．品目別の仕入金額、

３．販売費及び一般管理費  
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【調査名】 漁業経営調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月２１日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課 

【目 的】 漁業経営体の財産状況、収支状況、操業状況等、漁業経営体の経営実態を明

らかにし、水産行政等を推進するための資料を整備することを目的とする。 

【沿 革】 昭和２６年に「漁家経済調査」として開始されたものであり、その後、昭和

３１年に会社等が調査対象に加えられたことに伴い「漁業経済調査」と改称され、

さらに、平成１３年に経営組織別（個人、会社、共同）に調査体系の見直しが行

われた際に「漁業経営調査」と改称された。 

【調査の構成】 １－個人経営体調査日記帳（労働） ２－個人経営体調査日記帳（収支） 

３－個人経営体調査経営体台帳 ４－個人経営体調査票 ５－会社経営体

調査票 ６－共同経営体調査票 

【公 表】 印刷物及びホームページ（概要：調査翌年の９月末、詳細：調査翌々年の３

月末） 

【備 考】 個人経営体に係る調査については、各経営体における税務申告関係帳簿類の

整備・保有状況やその内容の熟知の状況（会計事務所への委託状況等）に応じて、

「日記帳（労働）、日記帳（収支）及び経営体台帳の組合わせ」又は「個人経営

体調査票」のいずれかを、報告者において選択する。今回の変更は、調査周期の

変更を毎年から１回限りとする変更及び個人経営体、会社経営体及び共同経営体

のすべてに係る報告者数の削減。 

※ 

【調査票名】 １－個人経営体調査日記帳（労働） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）漁業経営体 （属性）全国の漁業経営体のうち、

個人（第２種兼業を除く。）であり、以下に該当する経営体を対象とする。 

１．海面において主として動力漁船を用いて漁船漁業を営むもの（漁船非使

用、無動力船の各階層を除く。）２．海面において主として小型定置網漁業

を営むもの。３．主としてそれぞれの対象水産物（ぶり類、まだい、ほたて

がい、かき類、わかめ類、のり類、真珠）の海面養殖業を営むもの。 （抽

出枠）２００３年漁業センサス結果から作成した「漁業経営調査客体名簿」 

【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）４９３／８７，１６７ （配

布）職員 （取集）郵送・職員 （記入）自計 （把握時）毎年１月１日～

１２月３１日 （系統）農林水産本省－地方農政事務所等－統計・情報セン

ター－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）四半期毎の調査月の翌月１日～１０日

（新規標本等は調査月の翌月１日～１０日） 

【調査事項】 世帯員及び漁業従事状況、漁船の規模及び養殖施設、財産、漁労に係る収
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入及び支出、漁業生産物の漁獲及び収穫、漁業操業、その他漁業経営に関連

する事項 

※ 

【調査票名】 ２－個人経営体調査日記帳（収支） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）漁業経営体 （属性）全国の漁業経営体のうち、

個人（第２種兼業を除く。）であり、以下に該当する経営体を対象とする。 

１．海面において主として動力漁船を用いて漁船漁業を営むもの（漁船非使

用、無動力船の各階層を除く。）２．海面において主として小型定置網漁業

を営むもの。３．主としてそれぞれの対象水産物（ぶり類、まだい、ほたて

がい、かき類、わかめ類、のり類、真珠）の海面養殖業を営むもの。 （抽

出枠）２００３年漁業センサス結果から作成した「漁業経営調査客体名簿」 

【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）４９３／８７，１６７ （配

布）職員 （取集）郵送・職員 （記入）自計 （把握時）毎年１月１日～

１２月３１日 （系統）農林水産本省－地方農政事務所等－統計・情報セン

ター－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）四半期毎の調査月の翌月１日～１０日

（新規標本等は調査月の翌月１日～１０日） 

【調査事項】 世帯員及び漁業従事状況、漁船の規模及び養殖施設、財産、漁労に係る収

入及び支出、漁業生産物の漁獲及び収穫、漁業操業、その他漁業経営に関連

する事項 

※ 

【調査票名】 ３－個人経営体調査経営体台帳 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）漁業経営体 （属性）全国の漁業経営体のうち、

個人（第２種兼業を除く。）であり、以下に該当する経営体を対象とする。 

１．海面において主として動力漁船を用いて漁船漁業を営むもの（漁船非使

用、無動力船の各階層を除く。）２．海面において主として小型定置網漁業

を営むもの。３．主としてそれぞれの対象水産物（ぶり類、まだい、ほたて

がい、かき類、わかめ類、のり類、真珠）の海面養殖業を営むもの。 （抽

出枠）２００３年漁業センサス結果から作成した「漁業経営調査客体名簿」 

【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）４９３／８７，１６７ （配

布）職員 （取集）郵送・職員 （記入）併用 （把握時）毎年１月１日～

１２月３１日 （系統）農林水産本省－地方農政事務所等－統計・情報セン

ター－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査期間終了後の翌月 

【調査事項】 世帯員及び漁業従事状況、漁船の規模及び養殖施設、財産、漁労に係る収

入及び支出、漁業生産物の漁獲及び収穫、漁業操業、その他漁業経営に関連
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する事項 

※ 

【調査票名】 ４－個人経営体調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）漁業経営体 （属性）全国の漁業経営体のうち、

個人（第２種兼業を除く。）であり、以下に該当する経営体を対象とする。 

１．海面において主として動力漁船を用いて漁船漁業を営むもの（漁船非使

用、無動力船の各階層を除く。）２．海面において主として小型定置網漁業

を営むもの。３．主としてそれぞれの対象水産物（ぶり類、まだい、ほたて

がい、かき類、わかめ類、のり類、真珠）の海面養殖業を営むもの。 （抽

出枠）２００３年漁業センサス結果から作成した「漁業経営調査客体名簿」 

【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）４９３／８７，１６７ （配

布）職員 （取集）郵送・職員 （記入）自計 （把握時）毎年１月１日～

１２月３１日 （系統）農林水産本省－地方農政事務所等－統計・情報セン

ター－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）報告者の決算書作成後２か月 

【調査事項】 世帯員及び漁業従事状況、漁船の規模及び養殖施設、財産、漁労に係る収

入及び支出、漁業生産物の漁獲及び収穫、漁業操業、その他漁業経営に関連

する事項 

※ 

【調査票名】 ５－会社経営体調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）漁業経営体 （属性）全国の漁業経営体のうち、

会社（会社法第２条第１号に規定する会社をいう。）であり、以下に該当す

る経営体を対象とする。 １．海面において主として漁船漁業を営み、かつ、

使用する動力漁船の合計トン数が１０トン以上の経営体。２．海面において

主として大型定置網漁業を営むもの。３．海面において主としてさけ定置網

漁業を営むもの。４．主としてそれぞれの対象水産物（ぶり類、まだい）の

海面養殖業を営むもの。 （抽出枠）２００３年漁業センサス結果から作成

した「漁業経営調査客体名簿」 

【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）１６９／１，９８１ （配

布）職員 （取集）郵送・職員 （記入）自計 （把握時）毎年４月１日～

翌年３月３１日までの間に到来した決算日前１年間 （系統）農林水産本省

－地方農政事務所等－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）報告者の決算書作成後２か月 

【調査事項】 漁業操業状況、使用漁船、財産及び漁業投下固定資本、損益、漁労部門及

びその他漁業経営に関連する事項 

※ 
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【調査票名】 ６－共同経営体調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）漁業経営体 （属性）全国の漁業経営体のうち、

２人以上（法人を含む。）が漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、海面漁

業を協同で営む経営体であって、以下に該当する経営体を対象とする。 １．

海面において主として漁船漁業を営み、かつ、使用する動力漁船の合計トン

数が１０トン以上の経営体。２．海面において主として大型定置網漁業を営

むもの。３．海面において主としてさけ定置網漁業を営むもの。 （抽出枠）

２００３年漁業センサス結果から作成した「漁業経営調査客体名簿」 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３０／１，１０６ （配布）職員 （取集）

郵送・職員 （記入）自計 （把握時）毎年４月１日～翌年３月３１日まで

の間に到来した決算日前１年間 （系統）農林水産本省－地方農政事務所等

－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）報告者の決算書作成後２か月 

【調査事項】 漁業操業状況、使用漁船、財産及び漁業投下固定資本、損益、漁労部門及

びその他漁業経営に関連する事項  
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【調査名】 集落営農活動実態調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月２１日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室 

【目 的】 「食料・農業・農村基本計画」において担い手として位置付けられた集落営

農組織の育成・確保・支援に係る施策の企画・立案・推進等に必要な資料の整備

を行うことを目的とする。 

【調査の構成】 １－集落営農活動実態調査票 

【公 表】 概要：印刷物及びホームページ（調査実施年の６月末）、報告書：報告書刊行

及びｅ－ｓｔａｔへ登録（調査実施年の１２月末） 

【備 考】 今回の変更は、調査対象の範囲の変更及び調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－集落営農活動実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）集落内の営農を一括管理・運営し

ている集落営農の代表者 （抽出枠）集落営農実態調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，４００／４，５００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年３月１日現在 （系統）農林

水産本省－地方農政事務所等－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）２月中旬～３月下旬 

【調査事項】 １．集落営農について（ア）活動の目的について、（イ）組織の構成につ

いて（ａ．代表者の年齢、性別、ｂ．オペレーター数、ｃ．主たる従事者数）、

２．集落営農の農業生産について（ア）取組農作物の状況、（イ）農作業の

体制、３．集落営農の収支・資産の状況について（ア）出資額の状況、（イ）

農業用機械・施設等の状況、（ウ）集落営農の総収入、農作物の販売収入及

び農作業受託料金収入の状況、（エ）集落営農の変化の状況、（オ）配当金等

について、（カ）主たる従事者の年間所得金額、（キ）財務諸表の整備状況、

（ク）経理実務の体制、（ケ）納税の申告方法（非法人のみ回答）、４．集落

営農の各種取組について（ア）農業生産以外の取組状況、（イ）農業生産等

における収益向上の取組状況、（ウ）法人化に向けた取組状況（非法人のみ

回答）、５．集落営農の次期代表者・後継者の状況について（ア）集落営農

における次期代表者の有無、（イ）集落営農の後継者の有無  
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【調査名】 産業廃棄物処理実態調査（平成２１年承認・２回目） 

【承認年月日】 平成２１年１２月２４日 

【実施機関】 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

【目 的】 都道府県の産業廃棄物の排出及び処理の実態を把握し、全国産業廃棄物排出・

処理状況調査及び温室効果ガス排出量の算定の基礎資料とすることを目的とす

る。 

【調査の構成】 １－産業廃棄物処理実態調査票（建設業） ２－産業廃棄物処理実態調

査票（建設業以外） ３－産業廃棄物処理実態調査票（都道府県調査） 

【公 表】 環境省ＨＰにて平成２２年４月頃「速報値」を公表し、「確報値」は確定後速

やかに公表 

【備  考】 本調査は、事業所を対象にする調査（平成２１年度に独自の統計調査として

「産業廃棄物処理実態調査」を実施する予定を有しない都道府県の範囲で行う

もの）と、それ以外の地域に係る都道府県を対象にする調査から構成されてお

り、それらを段階的に実施するものである。今回の変更は、先行して実施した

事業所対象の調査に続き、都道府県対象の調査を追加したものである。 

 

※ 

【調査票名】 １－産業廃棄物処理実態調査票（建設業） 

【調査対象】 （地域）北海道、山形県、岐阜県、京都府、大阪府、奈良県、愛媛県、高

知県、長崎県及び大分県 （単位）事業所及び企業 （属性）日本標準産業

分類における「建設業」の事業者 （抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）１１，０００／５５，０００ （配

布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）平成２０年４月～２１年３月 （系統）環境省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１０月３０日～１１月３０

日 

【調査事項】 １．事業所の概要（名称、代表者名、所在地、業種、事業所の規模）、２．

廃棄物の名称、３．廃棄物の発生量、４．事業所内での処理状況（処理方法、

処理後量）、５．委託による処理状況（処理・再生利用方法、委託先） 

※ 

【調査票名】 ２－産業廃棄物処理実態調査票（建設業以外） 

【調査対象】 （地域）北海道、山形県、岐阜県、京都府、大阪府、奈良県、愛媛県、高

知県、長崎県及び大分県 （単位）事業所及び企業 （属性）日本標準産業

分類における「建設業」「金融業，保険業」「教育，学習支援業」「複合サー

ビス事業」及び「公務」を除く業種の事業者 （抽出枠）事業所母集団デー

タベース 
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【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）５０，０００／４００，０００ 

（配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把

握時）平成２０年４月～２１年３月 （系統）環境省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１０月３０日～１１月３０

日 

【調査事項】 １．事業所の概要（名称、代表者名、所在地、業種、事業所の規模）、２．

廃棄物の名称、３．廃棄物の発生量、４．事業所内での処理状況（処理方法、

処理後量）、５．委託による処理状況（処理・再生利用方法、委託先） 

※ 

【調査票名】 ３－産業廃棄物処理実態調査票（都道府県調査） 

【調査対象】 （地域）北海道、山形県、岐阜県、京都府、大阪府、奈良県、愛媛県、高

知県、長崎県及び大分県を除く３７都県の全域 （単位）地方公共団体 （属

性）都道府県産業廃棄物担当課 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２０年４月～２１年３月 （系統）環境省‐民間事業

者‐報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月８日～１月３１日 

【調査事項】 １．産業廃棄物種類別・業種別排出量、２．産業廃棄物種類別処理量
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【調査名】 金属加工統計調査（平成２１年承認） 

【承認年月日】 平成２１年１２月２４日 

【実施機関】 経済産業省製造産業局素形材産業室 

【目 的】 金属加工業に関する生産又は販売の動向を用途別等に把握し、行政施策の企

画・立案の基礎資料とする。 

【沿 革】 本調査は，中小企業性及び下請け性が高く，需要産業の景気動向の影響を受

けやすい金属熱処理加工業及び金属プレス加工業について，その事業活動の実態

を把握し，その近代化促進上の基礎資料を得るため，昭和５１年１月以降毎月実

施されていた金属熱処理加工統計調査と昭和５７年７月以降毎月実施されてい

た金属プレス加工統計調査を平成１１年から統合している。 

【調査の構成】 １－金属熱処理加工月報 ２－金属プレス加工月報 

【公 表】 経済産業省ホームページ、鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報（翌々月末）、

鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報（翌年６月） 

※ 

【調査票名】 １－金属熱処理加工月報 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）金属熱処理加工を営む従業者２

０人以上の事業所 （抽出枠）日本金属熱処理工業会会員名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報

告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１５日 

【調査事項】 １．事業所名、所在地等、作成者の役職名及び氏名、２．労務（月末常用

従業者数、月間実働延人員）、３．製品（加工方法別生産重量、加工金額）、

４．製品用途別（用途別加工金額）、５．原材料・燃料・電力（燃料別消費

量、消費額） 

※ 

【調査票名】 ２－金属プレス加工月報 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）金属プレス加工を営む従業者２

０人以上の事業所 （抽出枠）日本金属プレス工業協会会員名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報

告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１５日 

【調査事項】 １．事業所名、所在地等、作成者の役職名及び氏名、２．労務（月末常用

従業者数、月間実働延人員）、３．製品（用途別販売額）、５．原材料（区分

別消費量、消費額） 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 外国人市民 生活実態・意識調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１日 

【実施機関】 神戸市国際文化観光局国際推進室国際交流課 

【目 的】 神戸市国際化推進大綱策定のための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－外国人市民生活実態・意識調査 調査票 

【備 考】 本調査は、『意識調査』の名称を付して行われているが、調査事項の中に『事

実の報告』が含まれていることから、これら『事実の報告』に係る部分について、

統計法上の『統計調査』として届出が受理されたものである。 

※ 

【調査票名】 １－外国人市民生活実態・意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）神戸市内に外国人登録を行

っている１８歳以上の外国人市民 （抽出枠）外国人登録台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４００／４０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月中旬～２月上

旬 （系統）神戸市－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年２月１０日 

【調査事項】 １．属性、２．言語、３．情報提供・相談窓口、４．人権意識、５．地域

社会への参加、６．防災、７．行政窓口の対応、８．福祉・医療・救急、９．

保育・教育、１０．案内板・道路標識・施設表示等、１１．住宅、１２．労

働問題、１３．文化、１４．その他  
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【調査名】 中小企業金融に関するアンケート調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月４日 

【実施機関】 東京都産業労働局金融部金融課 

【目 的】 中小企業を取り巻く環境や金融情勢の変化に適切に対応し、いっそう効果的

な中小企業支援を実施するためには、制度融資の充実・再編や金融施策間の相互

連携を図るなど、その方策を検討していくことが重要である。こうした検討を行

うにあたり、基礎資料とするため、金融施策に関する調査を実施し、その結果を

もとに、施策や予算要求、制度融資の見直しに活用していくため、本調査を実施

する。 

【調査の構成】 １－中小企業金融に関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－中小企業金融に関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域 （単位）金融機関 （属性）東京都中小企業制度融

資取扱金融機関 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８１ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）９月末日 （系統）東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）１２月下旬から約１ヶ月 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．金融環境（最近の金利水準、今後の見通し）、３．

今後の中小企業に対する金融支援策（支援の充実が臨まれる分野、想定平均

融資額）、４．東京都中小企業制度融資（現在の印象、改善すべき事項等）、

５預託金（制度の改善点、要望等）  
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【調査名】 東京都中小企業制度融資等に関する調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月４日 

【実施機関】 東京都産業労働局金融部金融課 

【目 的】 中小企業を取り巻く環境や金融情勢の変化に適切に対応し、いっそう効果的

な中小企業支援を実施するためには、制度融資の充実・再編や金融施策間の相互

連携を図るなど、その方策を検討していくことが重要である。こうした検討を行

うにあたり、基礎資料とするため、金融施策に関する調査を実施し、その結果を

もとに、施策や予算要求、制度融資の見直しに活用していくため、本調査を実施

する。 

【調査の構成】 １－東京都中小企業制度融資等に関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－東京都中小企業制度融資等に関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域 （単位）企業 （属性）東京都内中小企業者 （抽

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／４９９，２８９ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）９月末日 （系統）東京都

－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）１２月下旬から約１ヶ月 

【調査事項】 １．フェイス事項、２会社概要（１）企業形態、（２）従業者数、（３）資

本金額、（４）業歴、（５）売上高の多い業種、（６）最近の業績、３．金融

環境（主要な取引先金融機関の業態と取引年数、今後の見通し、融資を受け

る際に重視する事項）、４．緊急保証制度導入後の状況（認知状況、利用状

況、要望等）、５．今後の中小企業に対する金融支援策（今後必要な融資分

野、融資希望額等）、６．東京都中小企業制度融資（現在の印象、改善を希

望する事項）、７．東京都ＣＬＯ（ローン担保証券）／ＣＢＯ（社債担保証

券）の認知・利用状況等、  
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【調査名】 外国人登録国籍別人員調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月７日 

【実施機関】 奈良県地域振興部文化観光局国際観光課 

【目 的】 奈良県内の外国人登録国籍別人員数を把握することにより、県内における在

住外国人支援事業等国際化施策の推進に役立てる。 

【調査の構成】 １－外国人登録国籍別人員調査表 

※ 

【調査票名】 １－外国人登録国籍別人員調査表 

【調査対象】 （地域）奈良県全域 （単位）地方公共団体 （属性）奈良県内市町村の

外国人登録担当課 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３９ （配布）郵送・オンライン・ファクシミ

リ （取集）郵送・オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）

平成２１年１２月３１日 （系統）奈良県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１月末日 

【調査事項】 国籍別の外国人登録数  



- 39 - 
 

【調査名】 茨城県の公共交通利用に関するアンケート調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月７日 

【実施機関】 茨城県企画部企画課 

【目 的】 公共交通に関する県民等の利用実態、意識、ニーズなどを把握し、今後の対

策を検証するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－茨城県の公共交通利用に関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－茨城県の公共交通利用に関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）個人 （属性）１５歳以上の県民、県立高

校生、病院への通院者 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，９８０ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）１月５日現在 （系統）茨城県－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）調査実施の１月末 

【調査事項】 １．回答者の属性、２．公共交通の必要性、３．主に利用している交通手

段、４．鉄道について、５．バスについて、６．タクシーについて、７．公

共交通の運行の改善点・利用促進のために必要な環境整備、８．公共交通維

持のための財政的な支援について  
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【調査名】 学習旅行実態調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月８日 

【実施機関】 長野県観光部観光企画課 

【目 的】 長野県外からの学習旅行の状況を把握し、学習旅行誘致対策等の基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－学習旅行実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－学習旅行実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）宿泊施設 （属性）宿泊施設（旅館、ホテ

ル、民宿、ペンション等） （抽出枠）学習旅行受入を市町村が把握してい

る宿泊施設 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８３０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査実施年の前年４月～３月 （系統）長野県－市町

村－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）５月 

【調査事項】 １．学校所在地、２．受入生徒実数、３．受入年月日・宿泊数、４．延べ

宿泊生徒数、５．学習旅行の種類、６．学習旅行の主な目的  
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【調査名】 スキー・スケート場利用者統計調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月８日 

【実施機関】 長野県観光部観光企画課 

【目 的】 長野県内のスキー・スケート場における利用状況を把握し、観光施策検討の

ための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－スキー・スケート場利用者調査票 

※ 

【調査票名】 １－スキー・スケート場利用者調査票 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）スキー場、スケート場 （属性） （抽出

枠）市町村が把握しているスキー場及びスケート場 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）１１月～３月 （系統）長野県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）４月 

【調査事項】 １．スキー場及びスケート場の施設別、月別利用者数、２．スキー場利用

者のうちスノーボードの利用状況  
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【調査名】 長野県観光地利用者調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月８日 

【実施機関】 長野県観光部観光企画課 

【目 的】 観光地利用者の観光地における利用状況及び観光消費額の実態を把握し、観

光施策検討のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－長野県観光地利用者調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－長野県観光地利用者調査 調査票 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）観光地 （属性）年間延利用者数が５千人

以上の観光地 （抽出枠）長野県内全市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）１月～１２月の１年間 （系統）長野県－市町村 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）７月末及び１月末 

【調査事項】 １．観光地利用者の県内、県外別及び月別の入込数、２．観光地利用者の

日帰り、宿泊別及び月別の利用者数、３．観光地利用者の日帰り、宿泊別及

び月別の観光消費額  
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【調査名】 外国人宿泊者数調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月８日 

【実施機関】 長野県観光部観光企画課 

【目 的】 外国人宿泊者数を把握し、外国人観光客誘致に向けた基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－外国人宿泊者数調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－外国人宿泊者数調査 調査票 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）宿泊施設 （属性）政府登録ホテル・旅館

（国際観光ホテル整備法登録宿泊施設）、ウェルカム・イン（国際観光サー

ビスセンター登録宿泊施設）、外国人宿泊を市町村が把握している施設（宿

泊施設） 

【調査方法】 （選定）全数及び有意抽出 （客体数）２５６／５５０ ２９４／５５０ 

（配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）１月～１２月の１

年間 （系統）長野県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）５月 

【調査事項】 １．県内の宿泊施設に宿泊した外国人の国籍・地域及び月別延宿泊者数
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【調査名】 スキー場等現況調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月８日 

【実施機関】 長野県観光部観光企画課 

【目 的】 長野県内のスキー・スケート場の現況を把握し、観光施策検討のための基礎

資料を得る。 

【調査の構成】 １－スキー場等現況調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－スキー場等現況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）スキー場、スケート場 （属性）市町村が

把握しているスキー場及びスケート場 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）１１月１日現在 （系統）長野県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）１２月 

【調査事項】 １．索道の新設、架け替え、廃止・停止内訳、２．新設、営業停止又は廃

止するスキー場・スケート場、３．スキー場・スケート場の現況 
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【調査名】 女性のがん検診意識調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月９日 

【実施機関】 福岡県保健医療介護部健康増進課 

【目 的】 がんに対する正しい知識の普及啓発とがんの予防、早期発見・早期治療によ

るがん死亡率の低減を図るため、福岡県内在住の女性のがん検診に対する行動・

思考及びニーズを把握し、今後のがん対策推進事業などの施策に反映させる。 

【調査の構成】 １－女性のがん検診意識調査 調査票 

【備 考】 本調査は、『意識調査』の名称を付して行われているが、調査事項の中に『事

実の報告』が含まれていることから、これら『事実の報告』に係る部分について、

統計法上の『統計調査』として届出が受理されたものである。 

※ 

【調査票名】 １－女性のがん検診意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）福岡県全域 （単位）個人 （属性）福岡県内在住の４０歳以上

の女性 （抽出枠）住民基本台帳等 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／９３４，４４４ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１２月１日 （系

統）福岡県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月５日～２２年１月２０

日 

【調査事項】 １．普段の生活で健康のために行っていること、２．「がん」関連の原因、

予防など一般的な情報についての情報源、３．受けたことがある乳がん検診

及び子宮がん検診、４．乳がん自己検診の頻度、５．乳がん検診及び子宮が

ん検診を受けた機関等  
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【調査名】 静岡県産業廃棄物実態調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１０日 

【実施機関】 静岡県県民部環境局廃棄物リサイクル室 

【目 的】 県内で排出される廃棄物の排出、処理等の状況を総合的に調査し、廃棄物の

発生量、処理・処分状況当の現状把握、将来予測を行う。 

【調査の構成】 １－静岡県産業廃棄物実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－静岡県産業廃棄物実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる

「農業，林業」、「漁業」、「鉱業，砕石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、

「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「「卸

売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産，物品賃貸業」、「学術研究，専

門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，

娯楽魚得」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス業」、「サー

ビス業（他に分類されないもの）」、「公務（他に分類されるものを除く）」、

その他（上記に該当しないもの） （抽出枠）多量排出事業者名簿、有価物

発生事業者名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）４月１日～３月３１日 （系統）静岡県－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２１年１２月１８日～２２年１月１２

日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．事業の産業区分、３．従業員数、売上高等、

４．排出する産業廃棄物の種類、５．廃棄物の総発生量、有償物量、総排出

量、自己中間処理量等  
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【調査名】 地球温暖化対策に関するアンケート調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１１日 

【実施機関】 福岡市環境局温暖化対策部温暖化対策課 

【目 的】 新福岡市地球温暖化対策実行計画を策定するにあたり、その基礎資料とする

ため、市内事業者のエネルギー利用や省エネルギー活動の状況等を調査するもの。 

【調査の構成】 １－地球温暖化対策に関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－地球温暖化対策に関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）福岡市全域 （単位）事業所 （属性）事業所 （抽出枠）特定

排出事業者名簿及びエコ・ウェイブふくおか会員企業名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／７０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月１日現在 （系

統）福岡市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月１０日～１月３１日 

【調査事項】 １．事業用のエネルギー消費について、２．現在の環境活動、３．業務用

ビルの地球温暖化対策、４．工場の地球温暖化対策、５．今後の地球温暖化

対策  
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【調査名】 社会教育現状調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１４日 

【実施機関】 鹿児島県教育委員会社会教育課 

【目 的】 鹿児島県社会教育行政の重点施策の計画的な推進・展開のための基礎資料と

する。 

【調査の構成】 １－鹿児島県社会教育現状調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－鹿児島県社会教育現状調査 調査票 

【調査対象】 （地域）鹿児島県全域 （単位）地方公共団体 （属性）鹿児島県内各市

町村教育委員会（市教委１８、町教委２３、村教委４） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）電子メール （取集）電子メー

ル （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日 （系統）県教育委員会

－教育事務所－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２２年２月５日 

【調査事項】 ア．社会教育行財政の現状、イ．青少年教育・成人教育・生涯学習の現状、

ウ．社会教育関係団体の現状、エ．読書活動の実施状況、オ．公民館等の現

状、カ．学習相談体制・情報提供の現状、キ．生涯学習推進の現状、ク．人

権教育の活動状況  
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【調査名】 民間事業所における寒冷地手当等の支給状況調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１４日 

【実施機関】 北海道人事委員会事務局給与課 

【目 的】 民間事業所における寒冷地手当等の支給状況を調査し、北海道職員の寒冷地

手当等の支給地域、支給水準及び支給方法を検討するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－民間事業所における寒冷地手当等の支給状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－民間事業所における寒冷地手当等の支給状況調査票 

【調査対象】 （地域）北海道全域 （単位）企業 （属性）職種別民間給与実態調査の

対象企業（企業規模５０人以上で道内に事業所規模５０人以上の事業所を有

する企業）のうち、日本標準産業分類の大分類の「漁業」、「鉱業，採石業，

砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報

通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動

産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」（中分類の学術・

開発研究機関及び広告業に該当するもの。）、「生活関連サービス業，娯楽業」

（中分類のその他生活関連サービス業に該当するもの。）、「教育，学習支援

業」（中分類の学校教育に該当するもの。）に分類されたもの。ただし、次の

経営形態のものを除く。ア．政府機関及びその関係機関、イ．地方公共団体

及びその関係機関、ウ．大使館・領事館及び国際連合等の関係機関、エ．企

業組合等 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５００／１，０７５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月１日 （系統）北海道

人事委員会－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月１２日～２月８日 

【調査事項】 ア．事業所に関する事項、イ．寒冷地手当の支給の有無、ウ．支給形態、

エ．支給方法、オ．平成２１年度のモデル別、標準的支給総額及び内訳、カ．

寒冷地手当が支給されない地域から支給地域へ転勤した際の寒冷・積雪に着

目した特別措置の有無  
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【調査名】 香川県民食習慣・生活習慣実態調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１４日 

【実施機関】 香川県健康福祉部健康福祉総務課 

【目 的】 かがわ食育アクションプラン（香川県食育推進計画）及び健やか香川２１ヘ

ルスプラン（香川県健康増進計画）に設定した目標の達成状況の確認等を行うと

ともに、健康政策の推進に必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－香川県民食習慣・生活習慣実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－香川県民食習慣・生活習慣実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）香川県全域 （単位）個人 （属性）香川県内に在住する平成２

２年１月１日現在で１５歳以上となる者 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／８６４，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月１５日～１

月３１日 （系統）香川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月１５日～１月３１日 

【調査事項】 食生活・食習慣の状況、生活習慣（運動、歯の健康、こころの健康、喫煙、

飲酒、生活習慣病）の状況  
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【調査名】 東九州自動車道の高速バスに関するアンケート調査（平成２１年届

出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１８日 

【実施機関】 福岡県県土整備部 高速道路対策室 

【目 的】 東九州自動車道に高速バスが運行された場合の利用意向を把握し、バス停や

隣接駐車場等の整備の必要性を判定するための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－平成２１年度 東九州自動車道の高速バスに関するアンケート調査

票 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年度 東九州自動車道の高速バスに関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）豊前市、吉富町、上毛町、築上町、大分県中津市のうち、東九州

自動車道の福岡県内区間からの距離が概ね５ｋｍの範囲内 （単位）個人 

（属性）満１５才以上（中学生を除く）の個人 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４，０００／９１，０００ （配布）調査

員 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日 （系統）

福岡県－関係市町－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月３０日～２月１５日 

【調査事項】 １．通勤・通学先、交通手段、所要時間、２．通勤・通学以外での近隣主

要都市への移動頻度、目的、交通手段、３．広域的な移動の際の交通手段、

目的、頻度  
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【調査名】 子どもの読書活動に関するアンケート調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月２２日 

【実施機関】 鳥取県教育委員会家庭・地域教育課 

【目 的】 鳥取県子どもの読書活動推進計画の改訂の際に明らかになった子どもの読書

に関する課題について実態把握を行い、今後の施策に生かす。 

【調査の構成】 １－平成２１年度 子どもの読書活動に関するアンケート調査 調査票

（年長児保護者用） ２－平成２１年度 子どもの読書活動に関するアン

ケート調査 調査票（小学校３年生用） ３－平成２１年度 子どもの読

書活動に関するアンケート調査 調査票（小学校６年生用） ４－平成２

１年度 子どもの読書活動に関するアンケート調査 調査票（生徒・学生

用） 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年度 子どもの読書活動に関するアンケート調査 調査票（年

長児保護者用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）保育所幼稚園保護者（年長

組） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／５，１００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月現在 （系統）鳥取県

－保育所・幼稚園 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月１２日～１月末 

【調査事項】 読書活動の状況、図書館の利用、子ども読書の日に関して 

※ 

【調査票名】 ２－平成２１年度 子どもの読書活動に関するアンケート調査 調査票（小

学校３年生用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）小学校３年生 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／５，５００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月現在 （系統）鳥取県

－学校 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月１２日～１月末 

【調査事項】 読書活動の状況、図書館の利用、子ども読書の日に関して 

※ 

【調査票名】 ３－平成２１年度 子どもの読書活動に関するアンケート調査 調査票（小

学校６年生用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）小学校６年生 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／５，４００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月現在 （系統）鳥取県
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－学校 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月１２日～１月末 

【調査事項】 読書活動の状況、図書館の利用、子ども読書の日に関して 

※ 

【調査票名】 ４－平成２１年度 子どもの読書活動に関するアンケート調査 調査票（生

徒・学生用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）中学校３年生、高等学校２

年生、大学生 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／１８，３００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月現在 （系統）

鳥取県－学校 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月１２日～１月末 

【調査事項】 読書活動の状況、図書館の利用、子ども読書の日に関して  
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【調査名】 平成２１年度子どもたちの生活習慣等に関するアンケート調査（平

成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月２２日 

【実施機関】 鳥取県教育委員会教育総務課 

【目 的】 子どもたちの生活習慣の状況を把握し、今後の啓発のための参考とする。 

【調査の構成】 １－平成２１年度 子どもたちの生活習慣等に関するアンケート調査 

調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年度 子どもたちの生活習慣等に関するアンケート調査 調

査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）保育所・幼稚園保護者（年

長組） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／５，１００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月現在 （系統）鳥取県

－保育所・幼稚園 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月１２日～１月末 

【調査事項】 生活習慣及び鳥取県教育委員会の発行する広報紙について  



- 55 - 
 

【調査名】 特定職務従事者の給与に関する調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月２８日 

【実施機関】 名古屋市人事委員会事務局審査課 

【目 的】 名古屋市技能労務職員等の給与の見直しの取組みのための基礎資料とすべく、

市内民間企業における類似業務従事者の給与の状況を把握するため。 

【調査の構成】 １－特定職務従事者の給与に関する調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－特定職務従事者の給与に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）名古屋市全域 （単位）企業 （属性）企業規模５０人以上の民

間企業 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／４，２００ （配布）その他 （取

集）その他 （記入）自計 （把握時）平成２１年１２月１日 （系統）名

古屋市人事委員会事務局－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年２月１日～２６日 

【調査事項】 ア．企業名、イ．企業全体の正規社員数、ウ．特定職務従業員の（１）該

当者数、（２）平成２１年１２月の平均給与額（年齢別及び勤続年数別）、（３）

平成２０年８月～平成２１年７月までの賞与の支給状況  
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【調査名】 小学生のスポーツ活動に関する実態調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月２８日 

【実施機関】 鳥取県教育委員会スポーツ振興課 

【目 的】 鳥取県内小学生のスポーツ活動を把握し、望ましい小学生のスポーツ活動を

実践するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－小学生のスポーツ活動実態調査票（指導者用） ２－小学生のスポ

ーツ活動実態調査票（保護者用） ３－小学生のスポーツ活動実態調査票

（学校用） 

※ 

【調査票名】 １－小学生のスポーツ活動実態調査票（指導者用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）各小学校ごとのスポーツク

ラブ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／１３，３００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１２月２１日～２

２年１月２５日 （系統）鳥取県－教育局－市町村教育委員会－小学校－ス

ポーツクラブ 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月２７日 

【調査事項】 スポーツ活動の場所、日時、指導方法等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生のスポーツ活動実態調査票（保護者用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）各小学校ごとのスポーツク

ラブ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９，６００／１３，３００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１２月２１日～２

２年１月２５日 （系統）鳥取県－教育局－市町村教育委員会－小学校－ス

ポーツクラブ 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月２７日 

【調査事項】 スポーツクラブの活動状況について、お子さんについて等 

※ 

【調査票名】 ３－小学生のスポーツ活動実態調査票（学校用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）学校 （属性）各小学校ごとのスポーツク

ラブ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１３，３００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１２月２１日～２

２年１月２５日 （系統）鳥取県－教育局－市町村教育委員会－小学校－ス

ポーツクラブ 
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【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月２７日 

【調査事項】 学校とクラブ団体とのかかわりについて、スポーツクラブに入っている児

童について等  
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（２）変更 

【調査名】 神戸市内景況・雇用動向調査（第１０回）（平成２１年届出・２回目） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１日 

【実施機関】 神戸市産業振興局庶務課 

【目 的】 神戸市内経済の景況及び雇用動向を把握する。 

【調査の構成】 １－第１０回神戸市内景況・雇用動向調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－第１０回神戸市内景況・雇用動向調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の「製

造業」、「建設業」、「卸売業，小売業」、「運輸業」、「情報通信業」、「サービス

業」に属する従業員５名以上の神戸市内に本社が所在する企業 （抽出枠）

委託事業者が保有する企業名簿に産業振興局が規模・業種等の情報を基に訂

正を加えたもの 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，０００／１６，５３９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月下旬～２月中旬 （系

統）神戸市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２２年２月１０日 

【調査事項】 １．景況雇用動向に関する事項、２．事業計画に関する事項 
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【調査名】 北九州市の情報化実態調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月４日 

【実施機関】 北九州市総務市民局情報政策室 

【目 的】 北九州市内の情報化実態を把握し、今後の地域情報化施策に関する方向性や

施策の重点化などについて検討するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－北九州市の情報化実態調査調査票（個人） ２－北九州市の情報化

実態調査調査票（事業所） 

※ 

【調査票名】 １－北九州市の情報化実態調査調査票（個人） 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）１５歳以上の市民 （抽

出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月１日 （系統）北九州市－民

間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月２０日 

【調査事項】 １．フェイス事項（年齢、性別、住所、世帯人数）、２．インターネット

利用状況、３．北九州市の情報化施策への要望、４．行政手続きにかかる電

子申請の有無等、５．地上デジタルテレビ放送（認知状況・視聴の有無）、

６．今後の情報化について、７．世帯の情報通信機器・サービスの利用状況 

※ 

【調査票名】 ２－北九州市の情報化実態調査調査票（事業所） 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）事業所 （属性）北九州市内事業所（公

務以外全域） （抽出枠）北九州商工会議所ＤＢ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月１日 （系統）北九州市－民

間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月２０日 

【調査事項】 １．事業所の概要（業種、従業員数、形態）、２．情報通信機器・サービ

スの利用実態、３．インターネットの利用状況、４．通信媒体（メディア）

の利用実態、５．情報化に対する考え方について  
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【調査名】 男女共同参画推進状況調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月９日 

【実施機関】 茨城県知事公室女性青少年課 

【目 的】 茨城県男女共同参画推進条例（平成１３年４月施行）第１７条の規定に基づ

き、県内の事業者の男女共同参画に関する取組状況について報告を求め、その取

組状況を的確に把握する（平成２２年度は男女共同参画基本計画及び男女共同参

画実施計画の最終年度であることから、計画の進捗状況を把握する）とともに、

その結果を公表することにより、県民及び事業者の意識の向上と就労環境の改善

に資する。また、男女共同参画の視点から就労環境における課題を明らかにし、

事業者への働きかけや関係機関における施策の推進のための基礎資料とする。 

【沿 革】 平成１４年から年次調査として開始され、平成２１年から５年周期に変更さ

れた。 

【調査の構成】 １－男女共同参画推進状況調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査対象の範囲を拡大するとともに、調査周期の変更等 

※ 

【調査票名】 １－男女共同参画推進状況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）事業所 （属性）１．従業員規模５人以上

３０人未満の事業所、２．従業員規模３０人以上３００人未満の事業所 （抽

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４３，４９６ １，０００

／６，９３７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平

成２１年１０月１日現在 （系統）茨城県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年１月１２日～１月２７日 

【調査事項】 １．事業所の概要について、２．事業所の就労環境について、３．育児休

業制度について、４．介護休業制度について、５．仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）について、６．セクシャル・ハラスメントについて
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【調査名】 第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケ

ート（企業向け）（平成２１年届出・２回目） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１４日 

【実施機関】 神戸市交通局営業推進課営業企画係 

【目 的】 マイカーから公共交通への利用転換により、温室効果ガスの排出削減を図る。 

【調査の構成】 １－第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケ

ート調査票（企業向け） 

※ 

【調査票名】 １－第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケー

ト調査票（企業向け） 

【調査対象】 （地域）神戸流通業務団地及び神戸複合産業団地 （単位）個人 （属性）

工業団地にある企業（従業員数２０人以上）の従業員 （抽出枠）各工業団

地の協議会会員名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０００／８，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１２月下旬～２２年１月中

旬 （系統）神戸市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２２年１月下旬 

【調査事項】 １．クルマの使い方について、２．最近の通勤について、３．休日のお出

かけについて、４．プロジェクトについて、５．フェイス事項 
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【調査名】 第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケ

ート（住民向け）（平成２１年届出・２回目） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１４日 

【実施機関】 神戸市交通局営業推進課営業企画係 

【目 的】 マイカーから公共交通への利用転換により、温室効果ガスの排出削減を図る。 

【調査の構成】 １－第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケ

ート（住民向け）調査票 

※ 

【調査票名】 １－第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケー

ト（住民向け）調査票 

【調査対象】 （地域）西神住宅団地 （単位）個人 （属性）西神住宅団地地区の住民 

（抽出枠）西神住宅団地自治会・婦人会名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，５００／５，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１２月中旬～２２年１月上

旬 （系統）神戸市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２２年１月上旬 

【調査事項】 １．前回のアンケートについて、２．最近の交通手段の使用時間、３．本

プロジェクトについて、４．フェイス事項  
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【調査名】 東京湾の水質保全に関するアンケート調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１７日 

【実施機関】 千葉県環境生活部水質保全課 

【目 的】 千葉県の一般家庭における生活雑排水対策の取り組み状況把握し、今後の東

京湾の水質保全対策の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－東京湾の水質保全に関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－東京湾の水質保全に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）水質総量規制に係る指定地域（千葉市，市川市，船橋市，館山市，

木更津市，松戸市，野田市，習志野市，柏市，市原市，流山市，八千代市，

鎌ヶ谷市，君津市，富津市，浦安市，四街道市，袖ヶ浦市，大多喜町，富浦

町，富山町，鋸南町，三芳村の２３市町村） （単位）世帯 （属性）下水

道処理をしていない世帯 （抽出枠）住民基本台帳又は動態図 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／４００，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の２月１日 （系

統）千葉県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）調査実施年の２月中旬～３月１０日 

【調査事項】 １．住所、２．住居形態、３．トイレの排水の処理方法、４．浄化槽の交

換、５．浄化槽の保守点検及び掃除の回数、６．浄化槽の法定点検の有無、

７．調理くずの処理方法、８．使用後の食用油の処理、９．その他の台所で

の雑排水対策、１０．洗濯・風呂での雑排水対策、１１．その他の雑排水対

策  
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【調査名】 山梨県女性労働者就業実態調査（平成２１年届出） 

【受理年月日】 平成２１年１２月１８日 

【実施機関】 山梨県商工労働部労政雇用課 

【目 的】 山梨県内の事業所における男女労働者の雇用の実態や、雇用に対する事業主

及び労働者の意識等を把握し、今後の働きやすい職場環境づくりをさらに推進す

るための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－事業所調査票 ２－従業員調査票 

※ 

【調査票名】 １－事業所調査票 

【調査対象】 （地域）山梨県全域 （単位）事業所 （属性）５人以上の常用労働者を

雇用する事業所 （抽出枠）事業所・企業統計調査 調査区別民営事業所漢

字リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月１日 （系統）山梨県－民間

事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１月２２日 

【調査事項】 １．事業所の概要に関する事項、２．従業員の就業状況に関する事項、３．

仕事と家庭の両立を支援する制度に関する事項、４．男女の均等待遇に関す

る事項、５．次世代育成支援対策推進法に関する事項 

※ 

【調査票名】 ２－従業員調査票 

【調査対象】 （地域）山梨県全域 （単位）個人 （属性）５人以上の常用労働者を雇

用する事業所に勤務する男女従業員 （抽出枠）事業所調査票の報告を求め

る事業所 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月１日 （系統）山梨県－民間

事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１月２２日 

【調査事項】 １．個人及び家族に関する事項、２．従業員の就業状況に関する事項、３．

従業員の職業意識に関する事項、４．男女の均等待遇に関する事項、５．仕

事と家庭の両立を支援する制度に関する事項、６．男性の育児参加に対する

意識に関する事項、７．女性が働くことに対する意識に関する事項 
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